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＜会社回答＞

平成27年度の賃金改訂について、次のとおりとする。

１．在籍者への加算

平成28年４月１日に在籍する社員（試用社員を含む。）及び専任社員の平

成27年４月１日現在異動後の基本給に、等級及び区分に応じて別表１のと

おりの額を加算する。

２．初任給額

基本協約第103条及び第104条に定める初任給額を別表２及び別表３のと

おりとする。

３．昇格時昇給額

基本協約第113条に定める昇格時昇給額を別表４のとおりとする。

2016年度新賃金配分第２回団体交渉開催

またも配分回答は等級別に格差！
これでは格差が拡大するばかりだ！

本部は４月７日、『申第22号・2016年度新賃金配分に関する申し入れ』に基

づく第２回団体交渉を開催しました。会社から2016年度新賃金配分について回

答がありました。会社は、35歳ポイント1,000円（0.31％）の配分を「社員及び専

任社員の基本給に、等級及び区分に応じて額を加算する」として、社員の基本給、

初任給、昇格時昇給額、専任社員の基本給額の変更を回答しました。また、「配分に

ついては、これまでと同様に賃金制度に基づき配分をした」と説明しました。本部

は、「ベアは、組合員はもとより全社員の基本給に加算するよう主張してきたが、回

答はまたもや格差配分であり、認めることができない」と会社回答に対して不満を

表明、対立を確認し持ち帰り検討としました。
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＜主な議論＞

会社：平成28年度賃金改訂についての考え方は、これまでの考え方と同じ考え

である。今回実施する35歳ポイント1,000円の賃金引き上げの配分は、

新人事賃金制度移行時の初任給に、その当時の昇格時昇給額を各等級ご

とに加算し、その累計額のＳ２等級を基準と考え比率を１とし、他の等

級の比率を算出した。現制度への移行時以降の累計の引き上げ額5,000

円（2007年600円、2008年900円、2014年1,500円、2,015年2,000円）に、

今回の1,000円を足した6,000円を基準とし、各等級の比率を乗じて四捨

五入（49円以下切り捨て、50円以上切り上げ）した額から、各等級の累

計引き上げ額（例としてＳ２等級は600円＋900円＋1,500＋2,000＝5,00

0円、）を差し引いた額が今回の基本給加算額である。

専任社員については、一般社員のように等級間の差がないので、基本

給額に役付手当をプラスし、引き上げの率（0.31％）を乗じて算出した

額を100円単位で四捨五入したものである。

初任給については、初任給の等級にそれぞれ等級の改訂の加算額を加

えたものである。

昇格時昇級額については、改訂額の昇格時の等級と以前の等級との差

額を加算した。

組合：組合要求とは、一律1,000円の加算という相反する回答である。不満の

意を表明する。

会社：これまでと同じ考えの回答である。

組合：４月１日現在の、社員数、平均年齢、平均賃金、改訂後の総引き上げ額

４．専任社員の基本給額

専任社員の雇用に関する協約別表１及び附則第３項に定める基本給額を

別表５及び別表６のとおりとする。

５．実施時期

平成28年４月１日から実施する。

６．精算日

平成27年６月24日以降準備でき次第とする。
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を明らかにすること。

会社：そのような、考えはない。会社の社員数等は季報に掲載されている。

組合：本年４月１日のものは載っていない。

会社：４月１日付のものは載っていないが、社員数等は別の場で話す。

組合：明らかにできないことを確認する。不満であり、持ち帰り検討とする。

以 上

回答内容の詳細については次ページ以降の、回答資料別表を参照して下さい。
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